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【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】会則　

１　目的
　　会員は【　　　　　　　　　　　　】を通じて、会員の親睦を図り、地域社会活動へ参加し、社会的連帯感を高め、地域づくりに貢献することを目的とする。

２　名称及び所在地
　　会の名称は【　　　　　　　　　　　　】とし、事務所を【　　　　　　　】（会長宅）に置く。

３　会員の資格
　　当会の目的に賛同する者とする。

４　役員
　　この会に会長１名、副会長１名、会計１名、監事１名を置く。

５　役員の任期
任期は　　年とする。ただし、欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間
とする。
役員は、再任することができる。

６　役員の選出
　　役員は、総会において会員の中から互選する。
会長は、会務を総括し、この会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
会計は、会計事務を行う。
監事は、会計を監査する。

７　総会
　　総会は年１回行うものとする。
臨時総会は会長が特に必要があると認めたとき、又は３分の１以上の会員から請求が
あったときに会長が招集する。
総会の議決事項は、次のとおりとする。
（1）会則を制定又は改廃に関すること。
（2）予算の決定に関すること。
（3）会費を決定、改定、徴収に関すること。
（4）決算の承認に関すこと。
（5）その他この会の運営上必要な事項に関すること。

８　経費
　　この会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。

９　会計年度
　　この会の会計年度は　　月　　日から　　月　　日までとする。

１０附則
この会則は　令和　　年　　月　　日から施行する。
